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少数例のがんの情報提供に関する課題

【資料１】

2

がん医療の情報提供に関する課題

がん医療に関する情報については、院内がん登録のデータを国立
がん研究センターのがん情報サービスで情報公開している。
各医療機関で診療実績が年間１～10件の場合、個人情報保護の観
点から具体的な件数ではなく、「１～10件」と標記している。

少数例の診療実績を、院内がん登録に基づき、具体的な件数の公開
の是非について検討してはどうか。

例：「●●病院 ●●がん ３件」
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＜具体例＞ 現在の登録件数の標記

このように具体的な件数は明示していない。

がん情報サービスにおける情報公開の現状
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個人情報保護法の改正概要について
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個人情報保護法の改正概要について
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個人情報保護法の改正概要について

新たに「要配慮個人情報」という規定が設けられた。
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個人情報保護法の改正概要について

院内がん登録に基づく少数例データの取扱いについて

院内がん登録における少数例が個人情報に当たるかどうか、個人
情報保護委員会に照会し、法律上の取扱いを明確化した上で公開
に関する方針を決定してはどうか。

当面、少数例の取扱いについては、都道府県拠点病院の相談の仕
組みを啓発する等の対応を行ってはどうか。

現時点で、院内がん登録に基づく少数例をはじめとした個別の
データが、個人情報や要配慮個人情報に該当する可能性がある。

現在、都道府県がん診療連携拠点病院の相談員は、施設別がん
登録システムを利用し、具体的な件数を把握することが可能であ
り、こうした情報を利用して相談対応を行っている。
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